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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年２月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２８年３月８日 ０６時３６分ごろ 

発生場所 兵庫県神戸市垂水
た る み

漁港南方沖 

 播磨垂水港南防波堤西灯台から真方位１８７°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３６.６′ 東経１３５°０２.６′） 

事故の概要  漁船海神
かいじん

丸（運搬船）は、網船２隻でえい
．．

網中の漁船海神丸（網

船）から乗組員を移乗させる際、乗組員が両船に挟まれて負傷した。 

事故調査の経過  平成２８年３月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 海神丸、１１トン 

   ＨＧ２－３８６９（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９９ｍ（Lr）×３.６０ｍ×１.２２ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、４００kＷ、昭和５８年１１月１８日 

   第２６０－３３３３４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 海神丸、９.９８トン 

   ＨＧ２－３８１９（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.３０ｍ（Lr）×３.３７ｍ×０.９８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１１０kＷ、昭和５７年７月２９日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５９年４月１６日 

    免許証交付日 平成２６年６月１２日 

           （平成３１年６月２８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年２月２０日 

    免許証交付日 平成２３年５月１２日 

           （平成２８年７月６日まで有効） 

  甲板員Ｂ１ 男性 ３２歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２６年９月１１日 
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    免許証交付日 平成２６年９月１１日 

           （平成３１年９月１０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（甲板員Ｂ１） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

明石海峡の潮流：０５時 北西流約１.５ノット（kn） 

（推算値）   ０６時 北西流約３.７kn 

        ０７時 北西流約４.９kn 

日出時刻：０６時１９分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、漁獲物運搬船で、船長Ａが１人で乗り組み、網船であるＢ

船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂ１ほか２人（以下「甲板員Ｂ２」及び「甲板

員Ｂ３」という。）が乗り組み、もう１隻の網船と共に船団（以下「本

船団」という。）を構成し、２そう引き漁（いかなご漁）を行う目的

で、平成２８年３月８日０５時３０分ごろ、垂水漁港南南西方沖に向

けて同漁港を出港した。 

 ２隻の網船は、０６時１０分ごろ投網作業を行い、Ｂ船が袋網の左

側の引き綱を、もう１隻の網船が袋網の右側の引き綱をそれぞれ引

き、潮流を 遡
さかのぼ

るように南東方に向け、えい
．．

網を開始した。 

 ２隻の網船は、操業時、船首を南東方に向けて対水速力約２knでえ
．

い
．
網していたものの潮流の影響で北西方に移動していた。 

 甲板員Ｂ１、甲板員Ｂ２及び甲板員Ｂ３は、Ｂ船での投網作業を終

え、Ａ船へ移乗する目的で、Ｂ船の操舵室左舷側の通路でＡ船が接舷

するのを待っていた。 

 Ａ船は、船長Ａが、無線機でＢ船に接近する旨を伝えた後、右舷側

をＢ船の左舷側に接舷させようとしたところ、ふだんより角度が付い

た態勢でＢ船の船首部に向かう状況となったことを認め、接近角度を

小さくしようとして舵を左に切った。 

 船長Ａは、Ａ船が思うように左転せず、０６時３６分ごろ、船首部

がＢ船に近寄りすぎたと感じたので、機関を後進にかけ、一旦Ｂ船か

ら離れ、機関を前進にかけてＢ船に再接近した際、Ｂ船の左舷側通路

に倒れている甲板員Ｂ１を認めた。 

 船長Ａは、Ｂ船にＡ船を接舷させ、甲板員Ｂ１をＡ船に移乗させよ

うとしたところ、甲板員Ｂ１の負傷を認め、操業の中止及び甲板員Ｂ１

をＡ船に移乗させるよう指示した。 

 Ａ船は、甲板員Ｂ１、甲板員Ｂ２及び甲板員Ｂ３を乗せ、船長Ａが救

急車を要請し、垂水漁港に向かった。 

 ２隻の網船は、揚網作業を終え、帰港した。 

 甲板員Ｂ１は、垂水漁港に到着後、救急車で病院に搬送され、左橈
とう
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骨遠位端開放骨折、左尺骨骨幹部骨折並びに両側肺挫傷及び血気胸と

診断されて入院した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ Ａ船の接近状況図、写真１ 

Ｂ船の左舷側の状況、写真２ Ｂ船の操舵室左舷側の状況、写真３ 

Ａ船のフレア 参照） 

 その他の事項  本船団は、網船２隻及び漁獲物運搬船１隻の３隻で２そう引き漁を

行い、船長Ａが船団長として操業を指揮していた。 

 甲板員Ｂ１、甲板員Ｂ２及び甲板員Ｂ３は、Ａ船に移乗し、袋網の最

後尾にある取り外し式の小袋部（直径約２ｍ）を回収及び交換する作

業を行うつもりであった。 

 船長Ａは、ふだんＢ船に接舷する際、Ｂ船の左舷後方からＢ船に対

し、約１０°～１５°の角度で接近し、Ｂ船の船首方に出た後、Ａ船

の右舷船尾部をＢ船の左舷中央部に接舷させ、甲板員Ｂ１等がＡ船に

移乗後、すぐにＢ船からＡ船を離していた。 

 Ａ船は、本事故時、大潮の前日で、最強時へ向かう潮流の中、Ｂ船

が船尾方に圧流されており、船長Ａが、ふだん接近するように舵を左

に切ったものの、思うようにＢ船に対する角度を変えることができ

ず、Ｂ船の左舷中央部に右舷船首部を接近させる態勢になった。 

 船長Ａは、甲板員３人に対し、移乗する際には、Ｂ船の前部甲板で

待機し、Ａ船とＢ船とが接舷したのを確認してからＢ船の左舷側に来

るようにふだんから指示をしていた。 

 船長Ａは、本事故時、甲板員３人がＢ船の左舷側通路で待機してい

る状況を認めていたものの、接舷の直前には、前部甲板に移動すると

思い、注意を与えなかった。 

 甲板員３人は、船長Ａから、Ａ船に移乗する際には、Ｂ船に接舷す

るまでＢ船の前部甲板で待機するように指示されていたが、接舷した

らすばやくＡ船に移乗したいと思い、Ｂ船の左舷側通路で待機してい

た。 

 船長Ａは、甲板員Ｂ２及び甲板員Ｂ３から、Ｂ船の左舷側通路の船首

側と船尾側にそれぞれ立って待機していたところ、Ａ船が接近してき

たので、船首方と船尾方へそれぞれ避難したと聞いた。 

 船長Ｂは、えい
．．

網中のＢ船が、船尾方に圧流され、引き綱の張り具

合及び右舷に見えるもう１隻の網船との間の距離を保つことに注意を

向けており、Ａ船に移乗する３人の様子に意識を向けておらず、甲板

員Ｂ２からの報告により甲板員Ｂ１が負傷したことを知った。 

 甲板員Ｂ１は、Ｂ船の操舵室左舷側通路に立ち、Ａ船の船首部がＢ

船の中央部に接近したことは覚えているものの、気付いたときには、

Ｂ船の操舵室左舷側通路に倒れており、本事故時の記憶がなかった。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、衝突の衝撃を感じず、本事故後、Ａ船の右舷

船首部及びＢ船の操舵室左舷側の側壁を確認したところ、Ａ船及びＢ
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船に損傷箇所を認めなかった。 

 甲板員Ｂ１は、本事故時までに約２年間の操業経験があり、本船団

には欠かせない存在であった。 

 Ｂ船は、左舷側通路が幅約０.８ｍ、長さ約４.３ｍ、海面からのブ

ルワーク高さが約１.０ｍである。 

Ａ船は、船首部フレアの張出し量が喫水線上の高さ約１.０ｍの外

板から約１.５ｍであった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船の船首部及びＢ船 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、垂水漁港南方沖において、２そう引き漁による操業中、Ｂ

船に接舷して甲板員をＡ船に移乗させる際、甲板員Ｂ１が、Ｂ船の左

舷側通路で待機していたことから、Ａ船の右舷船首部とＢ船の操舵室

側壁とに挟まれて負傷したものと考えられる。 

 甲板員Ｂ１は、船首甲板でＡ船の接舷を待つように船長Ａに指示さ

れていたものの、接舷したらすばやくＡ船に移乗しようと思い、Ｂ船

の左舷側通路で待機していたものと考えられるが、本人が本事故時の

記憶がないことから、負傷するに至った状況を明らかにすることはで

きなかった。 

 Ａ船の船首部フレアは、喫水線上高さ約１.０ｍを基準にすれば、

張出し量が約１.５ｍであること、及び甲板員Ｂ１が待機していたＢ船

の左舷側通路の幅が約０.８ｍであることから、甲板員Ｂ１がＡ船の船

首部とＢ船の操舵室左舷側の側壁とに挟まれたものと考えられる。 

 Ａ船は、Ｂ船に接舷して甲板員をＡ船に移乗させる際、Ｂ船が強い
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潮流を受けて船尾方に圧流されていたことから、ふだんのように接舷

することができなかった可能性があるものと考えられる。 

 船長Ａは、接近時に甲板員３人がＢ船の左舷側通路で待機している

状況を認めていたものの、ふだんから前部甲板で待機するように指示

をしていたことから、接舷の直前には、甲板員３人が、前部甲板に移

動すると思い、注意を与えなかったものと考えられる。 

 船長Ｂは、えい
．．

網に注意を向けていたことから、Ａ船に移乗する甲

板員３人の様子に意識を向けていなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、垂水漁港南方沖において、２そう引き漁による操業中、

Ａ船がＢ船に接舷して甲板員をＡ船に移乗させる際、甲板員Ｂ１がＢ

船の左舷側通路で待機していたため、Ａ船の右舷船首部とＢ船の操舵

室左舷側の側壁とに挟まれたことにより発生したものと考えられる。 

参考  本事故後、船長Ａは、移乗する甲板員へ、網船の前部甲板で待機す

ることを徹底させた。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・接舷するまで、甲板上の作業者は、安全な場所で待機すること。 

 ・潮流の強い海上で接舷作業を行う場合、操船者は、甲板上の作業

者の安全を確認すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２８年３月８日  

０６時３６分ごろ発生） 

 

神戸市 
垂水漁港 

播磨垂水港南防波堤西灯台 

兵庫県 

明石海峡航路 
Ｂ船の経路 

兵庫県 

Ａ船 

Ｂ船 
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付図２ Ａ船の接近状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ｂ船の左舷側の状況    写真２ Ｂ船の操舵室左舷側の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ａ船のフレア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左舷側通路 

操舵室左舷側の側壁 

甲板員Ｂ１が待機

していた場所 

左舷側通路幅約０.８ｍ 

本事故時の甲板員Ｂ２及

び甲板員Ｂ３の待機場所 

もう１隻の網船 

本事故時の甲板員Ｂ１

の待機場所 

本事故時のＡ船の接近

１→２→３ 
操舵室 

袋網 

Ｂ船 

ふだんの待機場所 

Ｂ船の前部甲板 

引き綱 

３ 

Ａ船 

１ 

２ 

取り外し式

の小袋部 

えい
．．

網ウインチ 


